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令和 5年 8月 21 日校長会資料 

教育総務課 

次期鈴鹿市教育大綱及び鈴鹿市教育振興基本計画に係る意見聴取につい 

て（依頼） 

 本市の教育の基本的方向を示す教育大綱及び教育振興基本計画について，そ

の期間が本年度にて終了を迎えることから，現在，新たに策定作業を行っており

ます。この度，その骨子について学校関係団体及び児童会等からの意見聴取をさ

せていただきますので，御協力の程，よろしくお願いいたします。 

記 

１ 依頼事項 

（１）学校関係団体への依頼文等の配付等

ア 学校関係団体（ＰＴＡ（単Ｐ），学校運営協議会）へ依頼文等の配付

→教育総務課から，後日，送付する依頼文及び紙ベースの意見聴取

に係る用紙を学校関係団体（ＰＴＡ（単Ｐ），学校運営協議会）

に配付いただきますようお願いいたします。

イ 紙ベースで提出がある場合の当該用紙の回収と教育総務課への送付

→意見聴取の方法として，インターネットによる方法と紙ベース

の用紙を提出する方法を用意しております。紙ベースの用紙で

の提出希望があった場合にその回収と教育総務課への送付をお

願いいたします。

※本依頼はＰＴＡ及び学校運営協議会の構成員に対する依頼ではなく，

団体に対する依頼です。したがって，提出はＰＴＡ（単Ｐ）で１つ，

学校運営協議会で１つの計２つとなります。

（２）児童会，生徒会によるこどもの意見聴取

昨年６月に「こども基本法」が成立し，本年４月１日から施行されてお

りますが，同法第 11 条において，こども施策の策定等に当たっては，そ

の対象となるこども等の意見を反映させるために必要な措置を講ずるこ

ととされております。 

このことから，次期計画について，Chromebook を活用したこどもへの

意見聴取をさせていただきますので，御協力をお願いいたします。 

※依頼文につきましては，後日，送付いたします。

２ 意見聴取に係る期間 

令和５年９月１日（金）から令和５年９月２９日（金）まで（予定） 

【事務担当】 教育総務課 総務グループ 

木葉（382-7617・内 6111） 
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【２学期の取組】
実践事例の横展開・・具体的な授業例を教員がイメージできるように，積極的にICT教育を推

進している学校の授業参観を促す。また，個人の実践を学年や校内全体

への取組につなげる。

プッシュ型の支援・・２学期も全ての学校を訪問し，それぞれの学校が抱える課題に対して，

きめ細かなアドバイスや情報担当指導主事による研修会の提案を行う。

好事例の発信・・・・ニーズや困り感に対応できるよう発信方法を工夫しながら，好事例をIC

Tシェアサイトや研究グループ通信，情報教育推進担当者会で共有する。 

ICT教育の推進 情報担当の指導主事 学校訪問より （１学期） 

◯協働的な学びにおける端末活用についての研修依頼の増加（校内研修，夏季校内研修会，鈴教

研班研修など）

◯中学校区での小中連携したICT教育推進（先進自治体 春日井市への訪問）

◯教室や学校の枠を超えた活用（校区の小学校を結んだオンライン英語交流など）

◯校内における教職員が作成したデジタル教材の共有（教育指導課が作成中のデジタル教材バン

クへの提供もあり）

◯情報モラル教育の積極的な推進（教育支援課における出前授業，企業による出前授業，ICT支援

員と共同した授業など）

◯【鈴鹿市版】情報活用能力体系表をもとに中学校区で重点項目を整理

◯日常的な端末持ち帰りの増加（AI機能や宿題配信機能の充実によるドリルパーク活用の増加

特に中学校）

・ICT活用の「日常化」に至っていない。

→端末活用の二極化は学校間や年代間では改善傾向にあるが，教職員間ではまだ

課題がある

→授業における具体的な端末活用方法がわからない

→授業における端末活用のメリットを感じていない

・協働的な学びにおける効果的な端末活用がまだまだ進んでいない。

→協働的な学びの具体的なイメージがつかめない

・端末を持ち帰った家庭学習の内容が単調になっている。

→特に授業と連続した家庭学習や授業の予習となっている家庭学習が少ない

→授業と家庭学習が連結した端末活用事例の表出（中学校 英語等）

◯学校業務のデジタル化の推進（三者懇談会日程調整，朝の打ち合わせ，行事予定表，

児童会選挙，中学校におけるファット端末を活用した自動採点など）

【１学期学校訪問の目的】

ICT教育推進（頻度から質へ）に向け，学校の現状を把握し，課題を整理すること

資料 ２ 

成果 

課題

その他 
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（１）学校における医療的ケアについて

「医療的ケア」とは？

【小学校等における医療的ケア実施支援資料（令和３年６月）】

病院などの医療機関以外の場所（学校や自宅など）で
日常的に継続して行われる，喀痰吸引や経管栄養，
気管切開部の衛生管理，導尿，インスリン注射などの
医行為

医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律（令和３年法律第８１号）
第１０条第１項

国及び地方公共団体は医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充が図られるよう，医療
的ケア児が在籍する学校に対する支援その他の必要な措置を講ずるものとする。

「医療的ケア児及び家族に対する支援に関する法律の施行について（通知）」
（４）教育を行う体制の拡充等

地方公共団体は，学校における医療的ケア児及びその家族に対する支援について，公布通
知及び基本理念にのっとり，医療的ケア児に対して教育を行う体制の拡充のため，主に次の
ような措置を講ずること。

〇 教育関係者に加えて医療，保健，福祉等の関係部局や関係機関，保護者の代表者，医

療的ケアに知見のある医師や看護師等などの関係者から構成される会議体を設置すること
を通して，教育委員会における総括的な管理体制を整備すること。

喀痰吸引 気管切開 経管栄養
（胃ろう）

経管栄養
（経鼻）

導尿

学校における安全・安心な医療的ケア実施体制の充実

医療的ケア実施校

校内医療的ケア安全委員会
校長・教職員・養護・学校医・看護師等

個別のケース会議
校長・教職員・養護教諭・学校医・看護師等

【組織構成】
教育関係者・医療的ケアに知見のある医師・福祉部局員・看護師等

【活動内容】
ガイドラインの確認，看護師や教職員の研修，ガイドラインの改訂等

鈴鹿市医療的ケア運営協議会

課題相談

協力助言

鈴鹿市教育委員会資料１
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鈴教指第１２５２号 

令和 ５年 ８ 月  日 

 

（宛先）各小中学校長 

 

鈴鹿市教育委員会事務局教育指導課長 

 

通級指導教室の公開授業について 

 

 このことについて，下記のとおり実施します。 

特別な支援を必要とする子どもたちは増加傾向にあり，どの学校にも在籍しているこ

とから，教員の特別支援教育に関する研修等の必要性が高まっています。 

つきましては，貴校教職員に周知いただくとともに，積極的な参加を促していただき

ますよう，よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 目  的 

  通級指導教室での指導内容を参観し，児童生徒の様子を把握するとともに，在籍校・

在籍学級での指導に生かす。 

 

２ 参加対象 

  市内公立小中学校の教職員 

（通級指導教室に通級している児童生徒在籍校の教職員は可能な限り参加する。） 

 

３ 実施場所 

（１）石薬師小学校，玉垣小学校，千代崎中学校 ・・・ 言語通級指導教室 

（２）旭が丘小学校              ・・・ 難聴通級指導教室 

（３）神戸小学校，飯野小学校，稲生小学校 

神戸中学校，創徳中学校         ・・・ 発達障がい等通級指導教室 

 

４ 実施期間 

  令和５年 ９月 ４日（月）～令和５年１２月 ８日（金） 

  令和６年 １月１５日（月）～令和６年 ３月 ８日（金） 

 

５ 参加申込方法 

  各教室に直接架電し，申し込んでください。 

 

６  送付文書 

（１）別紙１：通級指導教室公開授業の申込について 

（２）別紙２：鈴鹿市内通級指導教室の御案内 

【事務担当】 鈴鹿市教育委員会事務局 教育指導課指導Ｇ 井村 朋美 
        TEL：059-382-9028 E-Mail：kyoikushido@city.suzuka.lg.jp 
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  別紙１ 

 

【 通級指導教室公開授業の申込について 】 

 

① 在籍校以外の方も参観可能です。特別支援教育の研修の機会として，

積極的に活用してください。 

② 参観日程は，実施期間中の児童生徒の通級時間とします。 

③ 参観申込・欠席連絡等は 2 週間前までに各通級指導教室まで直接  

電話で連絡してください。 

  

 【石薬師小学校：言語通級指導教室（ことばの教室）】 

 電話：059-374-1028 

【玉垣小学校：言語通級指導教室（ことばの教室）】 

 電話：059-382-0269 

 

【旭が丘小学校：難聴通級指導教室（難聴通級教室）】 

 電話：059-386-0012 

共通事項 

【神戸小学校：発達障がい等通級指導教室（すくすくルーム）】 

 電話：059-382-1181（直通） 

【飯野小学校：発達障がい等通級指導教室（わくわく教室）】 

 電話：059-382-1020 

【千代崎中学校：言語通級指導教室（ことばの教室）】 

 電話：059-382-0125 

【創徳中学校：発達障がい等通級指導教室（きらっとルーム創徳）】 

 電話：059-382-5205 

令和 5 年度版 

【稲生小学校：発達障がい等通級指導教室（にこにこ教室）】 

 電話：059-386-0307 

 

【神戸中学校：発達障がい等通級指導教室（きらっとルーム神戸）】  

 電話：059-382-0305 
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別紙２ 

 

鈴鹿市内            の御案内 

                         鈴鹿市教育委員会 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

・・・このような形で指導しています・・・ 

○個別支援・集団 SST（ソーシャルスキルトレーニング） 

 一人ひとりの子どもの様子や課題は異なりますので，一対一の個別指導，または，小

集団による指導を行います。 

 

○保護者との話し合い 

子どもが，それぞれのもてる力を発揮することができるように，望ましい関わり方な

どについて，保護者の方々と共に考えたり，話し合ったりします。 
 

 お子さまとの関わりの中で，次の

ようなことを感じたことはありませ

んか？通級指導教室は，このような

点で困っているお子さまの相談や

指導をしています。 

 

ふだんは，それぞれが在籍する小･中学校(通常の学級)で授業を受けていますが， 

それぞれのニーズに応じて，決まった曜日・時間帯に個別指導等を受けることが 

できるシステムです。 

 
【玉垣小学校，石薬師小学校，千代崎中学校】 
  ことばの教室   ことばの教室     ことばの教室 

○正しく発音することが難しい。 

○話す中で，引きのばし，くり返し，つまり

がみられる。            

○ことばを覚えまちがう。ことばが少ない。 

など 

 

【神戸小学校，飯野小学校，稲生小学校，創徳中学校，神戸中学校】 
  すくすくルーム  わくわく教室   にこにこ教室 きらっとルーム創徳 きらっとルーム神戸 

○落ち着きなく動き回り，集団行動が苦手である。 

○友だちとのコミュニケーションがうまくとれない。 

○こだわりが強く，新しいことに取り組むのが苦手である。 

○学習の中で，得意なことと苦手なことの差が激しく， 

進路に不安を持っている。 

○書いた文字が枠からはみ出る。文字の形を捉えにくい。など 

 

 
【旭が丘小学校】難聴通級教室 

○耳が聞こえにくいため，他の人の話

がわかりにくかったり，ことばが 

はっきりしなかったりする。  など 
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別紙２ 

 

 

○在籍校との連携 

通常の学級において，子どもが，より力を発揮することができるように，在籍校の特

別支援教育コーディネーターや担任と連携を取り合います。 
 

○専門機関との連携 

指導の効果を高めるため，状況に応じて専門の医療機関や関係諸機関(聾学校，かがや

き特別支援学校あすなろ分校，子ども家庭支援課等)との連携を取り合います。 

 

○指導時間・指導回数 
指導時間や指導回数などは，子どもの状態に応じて異なりますが，週１～２回の通級

が主となっています。時間は 1 回あたり小学生４５分～，中学生５０分～です。 
 

○保護者の付き添い（他校通級の場合） 

通級する際の事故防止と支援内容について御理解いただくため，保護者の付き添いを

お願いします。ただし，中学生は，保護者の同意のもと，本人のみ通うこともできます。 
 

○通級指導に関わる特別な費用はかかりません。 

 

・・・入級手続き等について・・・ 
 

相談につきましては、在籍している小･中学校に、お問い合わせください。 

   

   

 

種別 学校名（名称） 所 在 地 電話（ＦＡＸ） 

言語 

玉垣小学校(ことばの教室） 〒513-0813 北玉垣町 947 059-382-0269  (059-383-2191) 

石薬師小学校(ことばの教室） 〒513-0012 石薬師町 1713 059-374-1028  (059-374-1057) 

千代崎中学校（ことばの教室） 〒513-0814 東玉垣町 2863 059-382-0125  (059-382-1915) 

難聴 
旭が丘小学校 
（難聴通級教室） 

〒510-0211 東旭が丘 5‐3‐18 059-386-0012  (059-387-0895) 

発達 
障がい  
等 

神戸小学校(すくすくルーム) 

 

飯野小学校（わくわく教室） 

稲生小学校（にこにこ教室） 

創徳中学校 

（きらっとルーム創徳） 

神戸中学校 

（きらっとルーム神戸） 

〒513-0801 神戸 2‐12‐10 

 

〒513-0804 三日市南 2-1-7 

〒510-0205 稲生３丁目 10‐1 

〒513-0803 三日市町 1803-8 

 

〒513-0038 十宮町 1335 

059-382-1181 (059-382-1078) 

↑直通 

059-382-1020 (059-382-1754) 

059—386-0307 （059—386-0044） 

059-382-5205  (059-382-5720) 

 

059-382-0305  (059-382-3757) 

 

通級指導教室一覧 
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読書活動に係る１学期の振り返り及び読書週間に向けて 

（１）１学期の平均貸出冊数及び不読率 

① １学期平均貸出冊数／１人当たり （学校図書システムより） 
 

 

 
 

（参考）令和４年度年間平均貸出冊数 

      小学校 40.1冊／１人当たり・中学校  3.7冊／１人当たり 

   ② 不読率（全国学習状況調査より） 

 

 

 

 

（２）本を読もう！読書活動推進事業取組状況 

①モデル校（椿小・鼓ヶ浦小）における実践授業「ミニ切り抜き新聞」「百科事典の使い方」 

       ※８月７日（月）学校図書館担当者会にて担当者に紹介 

②モデル校（椿小）における夏休み親子図書館イベント「オリジナル絵本をつくろう」 

 

（３）読書活動に係る１学期の振り返り【成果と課題】（学校図書館アドバイザーから） 

【成果】 

・わかりやすい分類表示，新刊紹介，コーナーの設置等，環境整備が進んでいる。 

・子どもたちへ学校図書館の利用を促すための，館外における環境整備が進んでいる。 

・子どもたちの読書活動が推進されるための，ビンゴ，スタンプラリー，図書館祭り等のイ

ベントを工夫している。 

・ボランティアを活用した読み聞かせや環境整備を再開している。 

・ブックトークや読み聞かせ，環境整備等，担当者や学校図書館巡回指導員との連携を強化

している。 

【課題と改善策】 

・貸出冊数は増加しているが，子どもたち自身が発達段階に応じた内容の選書ができていな

い。 

⇒学年や発達段階等を考慮した並行読書，味見読書やブックトークによる選書支援 

・学校図書館巡回指導員への業務依頼が多岐にわたっている。 

⇒学校図書館巡回指導員及び担当者の役割分担を行い学校全体で学校図書館活用を活性化 

・学年や学校間で貸出冊数に偏りがある。⇒学校図書館活用に関する取組を学校全体で実施 

・蔵書の偏りや，古い本が多く残っている。⇒計画的な図書購入及び廃棄の適正化 

 

（４）読書週間に向けて 

2023年・第 77回「読書週間」(10月 27日～11月 9日) 

戦後まもない 1947 年（昭和 22 年），「読書の力によって，平和な文化国家を創ろう」と， 

公共図書館，出版社，販売会社，書店が，力を合わせてはじめたのが「読書週間」です。今

年度も各校において，読書週間に向けた取組をお願いいたします。 

 令和４年度 令和５年度 

小学校 13.9冊 17.2冊 

中学校 1.6冊 1.8冊 

 令和４年度 令和５年度 

小学校 33.2％ 29.1％ 

中学校 51.2％ 49.9％ 

校長会資料 

小学校 3.3 冊増 

中学校 0.2 冊増 

小学校 4.1％改善 

中学校 1.3％改善 
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Name Ly Meng Keang ブリッジウォーター州立大学　専攻：社会学

名前 リー・メン・キアン（男性） 出身：アメリカ，マサチューセッツ州

呼び名 リー 担当校 鈴峰中，創徳中

Name Kenny Laura Emma ダブリン市立大学　専攻：マネジメント学，日本語学

名前 ケニー・ローラ・エマ（女性） 出身：アイルランド，ウエックスフォード県

呼び名 ローラ 担当校 千代崎中，鼓ヶ浦中

Name Albright Kara Renee
カリフォルニア州立大学
　　　　モントレーベイ校　専攻：日本語文

名前 アラブライト　カラ　レニー（女性） 出身：アメリカ，カリフォルニア州

呼び名 カラ 担当校 平田野中，白鳥中

Name Flores Angel　Ricardo
カリフォルニア州立大学
　　　　　ロングビーチ校　専攻：社会学

名前 フロレス　エンジェル　リカルド（男性） 出身：アメリカ，カリフォルニア州

呼び名 エンジェル 担当校 神戸中，天栄中

Name Nakatsui Kiyoko Alicia チャップマン大学　専攻：環境科学，環境政策学

名前 ナカツイ　キヨコ　アリシア（女性） 出身：アメリカ，カリフォルニア州

呼び名 キヨコ 担当校 白子中，大木中

○令和５年度鈴鹿市ALTの内訳
・JETプログラムから招致のALT５名　　・国際化教育指導員のALT１名（ムチャブレ・ヘンリー）

・有償ボランティアのALT（小学校英語アシスタント）２２名

令和５年度　鈴鹿市
ＪＥＴプログラムからの採用者のALT一覧表

3
３年目

5
新規招致ALT

4
３年目

1
５年目

2
３年目

校長会資料
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令和 5 年度鈴鹿市立幼稚園の修了証書授与式 

及び鈴鹿市立小中学校の卒業証書授与式について 

 

 

１  幼稚園  

（１）修了証書授与式期日  

令和６年３月２２日（金）午前１０時  

（２） 会場 

       各幼稚園  

 

２  小学校  

（１） 卒業証書授与式期日  

 令和６年３月１９日（火）午前１０時  

（２） 会場 

     各小学校  

 

３  中学校  

（１） 卒業証書授与式期日  

 令和６年３月７日（木）午前１０時  

（２） 会場 

    各中学校  

 

４  備  考  

  開式時刻については，一部の幼稚園・小中学校で変更となる場合があります。 
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令和６年度鈴鹿市立幼稚園の入園式  

及び鈴鹿市立小中学校の入学式について  

 

 

１  幼稚園  

（１）  入園式期日  

     令和６年４月１０日（水）午前１０時  

（２）  会場  

      各幼稚園  

 

２  小学校  

（１）  入学式期日  

  令和６年４月９日（火）  午前１０時３０分  

（２）  会場  

   各小学校  

 

３  中学校  

（１）  入学式期日  

  令和６年４月９日（火）  午後１時３０分  

（２）  会場  

   各中学校  

 

４  備  考  

  開式時刻については，一部の幼稚園・小中学校で変更となる場合があります。 
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２学期の不登校支援を充実させるために 

１， ９月第１週の気づきをアップする  

～“観察力・相談力・受診力”を全校体制で充実させる～ 
 

 〇夏休みあけの９月から欠席日数が増加する児童生徒がいる 

  ・宿題提出等のつまずきや不規則な生活リズムが改められない等 

   ・学校生活への不安等 

 〇２学期から，「少しずつ登校したい，自分を変えたい」と願う児童生徒がいる 

  ・「ちょっとした変化」，「小さな成長・がんばり」に気づくこと・評価することが大事 

 

２， ８月中に実現したいこと 
 

① 家庭訪問・・・何を目的とした家庭訪問かを明確にする 

② ケース会議（関係者会議）・・・アセスメント（見立て）と短期目標を明確にする 

③ 保護者を交えた支援会議・・・“保護者と共に”という姿勢が大切 
 

④ その子が抱えているものを改めて見つめ直す（想像する） 

⑤ ④の内容を学年会等で伝えあい（聴きあい），その子理解を深める 

⑥ その子が９月１日以降安心して過ごせる学校内の居場所について検討する 
 

※深刻な内容については，教育支援課等と情報共有を図る 

※ケース会議等については，教育支援課も参加させていただきたい 

 

３， ２学期中に実現したいこと 
 

（１）“特別支援教育の視点”を重視した学級づくり・授業づくりの取組 

 〇 秩序があり，脅かされない学級づくりと・授業づくりの実現が基盤 

 〇 授業の中で「見通しが持てること」，「静寂の時間があること」，「小集団の活動 

があること」などを実現し，声かけ・アイコンタクトを充実する 
 

（２）SOSを出すことの重要性を伝える取組 

  〇 「悩みがあることは，恥ずかしいことではない」 

   〇 「周囲の大人や友だちに SOSを出す力を身につけることはとても大切」 
 

（３）心身の保持増進に関する取組 

〇 栄養教諭による食育の授業や養護教諭による睡眠の大切さを伝える授業等 

   〇 SCを活用し，ネガティブ感情があるときの対応の仕方等を考え合う授業 
    

（４）“なりたい自分”に向かっていく力を育成する取組 

〇 教職員やアスリート等の外部人材を活用した講演会の開催，DVDの視聴 

   〇 ビジョンボードづくり（ドリームマップづくり）等の取組により，夢や目標を明 

確にする取組 

８月校長会資料 
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１．児童生徒の自殺予防に係る取組ついて（文科省通知抜粋 令和 5年 7月 10日付） 
  令和４年の児童生徒の自殺者数は過去最多の５１４人で，前年（４７３人）より増加し，
大変憂慮すべき状況にあります。また，令和５年の児童生徒の自殺者数は，１月から５月
までの暫定値で計１６４人（令和４年同期間：１９０人）という状況にあります。 

18 歳以下の自殺は，学校の長期休業明けにかけて増加する傾向があることを踏まえ，
保護者，地域住民，関係機関等と連携の上，児童生徒の尊い命を救うため，自殺予防の取
組に全力で取り組んでいただくようお願いします。 
児童生徒の SOS を早期に把握し，適切な支援につなげることが重要であり，文部科学
省において 1 人 1 台端末等を活用して，無償・有償で利用できる児童生徒の心身の状況
把握や教育相談システムを整理するとともに，Google フォームを活用して，同様のアン
ケートフォームを作成することも有効な方策の一つです。（令和 5年 7月 18日通知）そ
れらの資料も活用しつつ SOS の早期把握について積極的に取り組んでいただくようお願

いします。 

２．学校における自殺予防に向けた取組 
（１）１学期に欠席が多かった児童生徒への電話や家庭訪問等の実施 
（２）１学期いじめアンケートを見直し，気になる児童生徒への電話や家庭訪問等の実施 
（３）児童生徒及び保護者へのいじめ，不登校，悩み等の相談窓口の周知 
（４）悩みや困難を抱える児童生徒の早期発見のためのアンケート調査や教育相談，家庭

訪問等の実施 
（５）児童生徒の状況を的確に把握するための細やかな健康観察や健康相談等の実施 
（６）スクールカウンセラー等による支援を行うなど，心の健康問題への適切な対応 
（７）学校いじめ防止基本方針に則った取組の推進 
（８）保護者に対する家庭における見守りの促進と学校の相談窓口の周知 

３．児童生徒の自殺予防に関するマニュアル・手引き・学習 

自殺予防について 
8月校長会資料 

令和５年度自殺対策啓発事業クリアファイル 

鈴鹿市作成 
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７月５日（水）神戸小学校にて「実践リーダー校，日本語教育経験者の実践に学ぶ研修会」を開

催いたしました。この研修会は本年度初めての取組です。この研修会は，日本語指導力のさらなる

向上をねらいとし，日本語教育経験者の授業等を経験が浅い教員が直接学べる機会となっていま

す。初回となる今回は，神戸小学校の国際教室担当の吉川恵先生にお願いし，４年生の国語の授

業と，２年生の国語の授業を見せていただきました。 

学びのあしあと 

  教室へ入ると，子どもたちが学んだことがたくさん掲示してありまし

た。４年生国語「白いぼうし」で学んだ「ためいきをつく」「かすかに」

「かたをすぼめる」などの言葉を「ことばの木」に掲示したり，「作者」

「段落」や「場面」といった国語の学習で出てくる大切な言葉を掲示し

たりしてありました。子どもたちがいつで振り返られ，

さらに「たくさん勉強したな」「たくさん覚えられたな」

と自信がつくような掲示でした。 

 

 

授業の様子 

  ４年生の学習では「一つの花」を学習していました。「一つの花」は戦争が起こっていたころの時

代背景や様子を事前に知っておく必要があります。吉川先生は，戦争のころの様子がよくわかる映

像教材を活用して事前学習を行ったそうです。また，「配給」や「はいになる」といった子どもたちに

あまりなじみのない言葉は，クロームブックを使って一人ひとりの言葉単語帳を作成しているそうで

す。今回は，そのような学習の積み重ねから，主人公ゆみ子の言動について読み取っていくという授

業でした。２名の子どもたちは言葉一つひとつを丁寧に読みながら，自分の考えをお互いに伝えて

いました。 

実践リーダー校，日本語教育経験者の実践に学ぶ研修会を 

開催しました R5.7.5 

８月校長会資料 
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  ２年生の学習は，「ミリーのすてきなぼうし」の導入でした。「題名」「作者」の確認をした後，「こん

なお話かな。」と想像しながら挿絵を並べていくという活動を行いました。そこから「そうぞうする」と

いう言葉を学んでいきました。「そうぞうするってこういうことだよ。」と先生自ら教えるのではなく，子

どもたちに体験を通して学ばせていくという授業の流れが印象的でした。 

 

授業全体を通して 

吉川先生の，毎時間の授業には，「学習言語」をしっかり身に着けていく手立てがたくさんありま

す。子どもたちが理解できるよう，かみくだいて説明することも大切ですが，日本語の力と学力を身

につけていくためには，「学習言語」が必要となってきます。そのポイントがしっかりおさえられていま

した。 

また，２つの学年ともに，子どもたち一人ひとりの日本語の力はばらばらです。そんななかで，吉川

先生は子ども一人ひとりに応じた的確な支援をされていました。例えば，４年生の子どもたちの中に

は，昨年度来たばかりの子もいるので，板書の言葉一つひとつにルビをふり，内容理解につなげて

いました。 

さらに，すてきだなと思ったのは，神戸小学校の学校体制でした。現学

級の担任の先生が子どもたちの国際教室の様子を見に来られていまし

た。国際教室での姿を見てもらって，子どもたちはとてもうれしそうでし

た。 

 

参加された先生方 

今回は外国人教育指導助手の方を含め，６名の参加がありました。中には今年度から国際教室

担当となった先生方もいらっしゃいました。休み時間には，クロームブックの活用方法や，ノート・ワー

クシートの使い方，時間割の組み方など，たくさんの質問をされていました。 

  参加された先生方の感想を紹介します。 

・めあての提示，読み取りの方法，挿絵を使って興味を引くなど，このように工夫すると子どもたち

も楽しく勉強できるのですね。クロームを使って書かせているのを見たので，早速書かせようと

思います。 

８月校長会資料 
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・覚えさせたい（注目させたい）大事な言葉をあえて違う言葉にして提示させることにより，その言

葉に着目させているのが，子どもから気づかせるような手立てとなっており，とても良いなと思

いました。 

・吉川先生の工夫のもと，いきいきと学習に取り組む姿がとても印象的でした。 

・漢字にルビをふってわかりやすい板書でした。 

・教室掲示物についても，掲示してあることで「題名」や「作者」など学習がつながっていくので，

学校でも掲示していきたいです。 

この研修会の良いところは，「日常の授業を数時間観察できるところ」となっています。日々の授

業や複数の学年の指導方法，在籍学級との連携などを学ぶことができます。さらに，日本語教育に

長年携わってこられた先生方から直接お話を聞かせてもらえることで，日本語教育担当者のネット

ワークも広がると思います。２学期には，河曲小学校で本研修会を開催予定となっております。ぜひ

ご参加いただければと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月校長会資料 
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教育委員会事務局特設サイト内の 

「日本語教育サイト」について 

 

  ７月の校園長会でもお伝えしたように，今年度から Chromebook「鈴鹿市教育委員会事務局特

設サイト」内に「日本語教育サイト」を新しく開設しました。それ以降，学校での多文化共生教育の

取組や，日本語教育ネットワーク会議での様子，「実践リーダー校，日本語教育経験者の実践に学

ぶ研修会」についての開催報告などの掲載をしてきました。 

さらに，外国人児童生徒等が授業をより理解できる，先生方が外国人児童生徒等と関わる際に

活用できるサイト集なども追加掲載しておりますので，本サイトをご活用ください。また，貴校の取組

についてご提供いただきますよう，よろしくお願いいたします。 

 

 

＜鈴鹿市教育委員会事務局特設サイトのポータルサイト＞ 

“日本語教育サイト”をクリック 

 

 

 

 

 

 

８月校長会資料 
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鈴鹿市日本語教育ガイドライン，外国人児童生徒受入れの手引き等，日本語教育をする上で活用

できる資料等をまとめたページ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各校での授業実践や多文化共生教育の取組，日本語教育ネットワーク会議等をまとめ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHK for Schoolの動画を，

やさしい日本語・英語・ポルトガ

ル語・スペイン語・ベトナム語の

自動翻訳で見ることができたり，

動画を活用したアイデアが掲載

されていたりします。 

※動画を自動翻訳で視聴するこ

とはできませんが，動画の説明を

母語で見ることができます。 ブラジル・ペルー・スリラ

ンカの児童が母国で受け

てきた教育や，カリキュラム

の内容を知ることができま

す。また，保護者の方に学

校教育の制度や学校文

化の違いを理解していた

だくのにも活用できます。 

※日本の学校教育制度・

文化についての説明は後

日掲載予定 

現在，６月２７日に庄内小学校で行われ

た人権集会の様子を掲載しています。 

現在，第１回・第２回の

会議の内容や 

様子等を掲載していま

す。 

７月５日に神戸小学校で行われた研修会

の様子を掲載しています。２学期にも本研

修会を河曲小学校で開催予定です。 

※詳細につきましては，後日部署メール・

C4thでご連絡させていただきます。 

８月校長会資料 
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「デジタル交通安全かるた」について 

 

  ㈱Ｈｏｎｄａ様より交通安全普及活動の教育ツール「デジタル交通安全かるた」を鈴鹿市の小中学校の

交通安全指導のためにご提供いただきました。１学期におきましても，市内小中学生の交通事故が多く

発生いたしました。交通安全指導の取組として，是非ご活用ください。 

 

【参考】㈱Hondaご担当者様からは，すでに取り組んでいる他県の学校の様子から，短学活（帰りの会）

で２，３枚ずつ進めていくのが取り組みやすいのではないかとのことでした。 

 

＜鈴鹿市教育委員会事務局特設サイトのポータルサイト＞ 

「教育支援課」をクリック ⇒ 「デジタル交通安全かるた」をクリック ⇒ スライドショー 

絵札を選びクリックするごとに下記のように①～③の順でアニメーションが動く 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８月校長会資料 

①一文字と絵から読み札を推測 

②読み札の言葉をみんなで確認 
③絵の行動の良し悪しを確認 

２学期末に活用場面や回数について Google フォームでアンケートをお願いする予定です

ので，それらを記録しておいてください。 
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校長会資料 

鈴 子 支 第   号  

令和５年  月   日                                    

  

（宛先）各小中学校長 

鈴鹿市子ども政策部 

子ども家庭支援課長 

                

令和５年度 引継ぎ支援会議について（依頼） 

 

 このことについて，途切れのない支援の一環として，本年度も下記のとおり引継ぎ支援会議

について案内をいたします。 

つきましては，保護者へ周知いただきますとともに，実施につきまして御配慮いただきます

よう，よろしくお願いします。 

記 

 

１ 対 象 者  年長，小学６年生，中学３年生の保護者のうち， 

・「すずかっ子支援ファイル」（「すずっこファイル」）を作成している児童生徒 

の保護者で引継ぎ支援会議を希望している保護者  

         ・引継ぎ支援会議を希望している保護者 

           

２ 実施期間  令和５年１２月～令和６年３月 

           

３ 実施場所  就学･進学先の学校 

 

４ 参 加 者  引継ぎ支援会議を希望する保護者 

在籍機関職員，就学･進学先職員，（必要に応じて）関係機関等職員 

          

５ 提出書類  引継ぎ支援会議 日程報告書 

          各在籍機関にて取りまとめ，提出 

 

６ 提出先等  （提出先）    子ども家庭支援課 教育相談グループ 

          （提出方法）  文書便またはメール 

（提出期限）  １２月開催分・・・・令和５年１１月 ２日（木） 

１～３月開催分・・・令和５年１２月２２日（金） 

※ １１月に引継ぎ支援会議を実施する場合は，日時が決まり次第 

報告してください。 

※ 中学校については，令和６年３月２２日（金）までに， 

          対象生徒名，進学先（または「未定」）を報告してください。 

         

７ そ の 他  実施の詳細につきましては，「引継ぎ支援会議について」を御参照ください。 

  

 

 

【事務担当】鈴鹿市子ども家庭支援課  

教育相談グループ 竹原・福田・中根 

℡ ０５９－３８２－９１４０ 

Ｅ-ｍａｉｌ kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp 

引継ぎ支援会議について 
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引継ぎ支援会議 日程報告書 

 

 １ 在籍機関名 〔                〕 

 

 ２ 対象児童生徒名及び日程等 

 

 

３ 留意事項 

    （１）現在，子どもが在籍している機関が提出してください。 

      （幼稚園から小学校への引継ぎであれば，幼稚園が提出してください） 

  （２）希望者がいない場合も，「対象者氏名」の最上欄に，「該当者なし」と記入し， 

提出してください。 

(３）子ども家庭支援課職員の参加については，保護者の意向を確認の上，〇をつけて 

ください。その場合，日程調整のため，提出前に子家課に一報いただけるとありが 

たいです。 

４ 提出締め切り 

１２月開催分   ・・・令和５年１１月 ２日（木） 

１～３月開催分 ・・・令和５年１２月２２日（金） 

※中学校については，３月２２日（金）までに，対象生徒名，進学先（または「未定」）

を記入いただきご報告をお願いします。 

５ 提出先 鈴鹿市子ども家庭支援課 教育相談グループ 竹原・福田・中根  

℡ ０５９－３８２－９１４０ Ｅ-ｍａｉｌ kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp 

対象児童生徒名 
月 日（曜日） 

  就学・進学先 
子家課職員

参加 開始時刻 

     月      日（    ） 
  有 ・ 無 

： 

     月      日（    ） 
  有 ・ 無 

： 

     月      日（    ） 
  有 ・ 無 

： 

     月      日（    ） 
  有 ・ 無 

： 

     月      日（    ） 
  有 ・ 無 

： 

     月      日（    ） 
  有 ・ 無 

： 

     月      日（    ） 
  有 ・ 無 

： 

     月      日（    ） 
  有 ・ 無 

： 
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引継ぎ支援会議の実施について 

 

１ 引継ぎ支援会議の日程調整について 

① 引継ぎ支援会議（以下 会議）は，就学・進学先の小中学校（以下 引継ぎ先）で開催してください。 

② 会議には，保護者，在籍機関，引継ぎ先が必ず参加となります。保護者の参加要請に応じて，様々な

関係機関（療育センター，健康づくり課，保健センター，子ども家庭支援課等）も参加いたしますの

で，関係機関への日程連絡及び調整等は，在籍機関が行ってください。 

※子ども家庭支援課の参加を希望する場合は，決まり次第子ども家庭支援課に連絡をください。

希望が重なった場合，同席できないこともありますが，御了承ください。 

➂ 特別支援学校への引継ぎについては，学校間での引継ぎのみとなっておりますが，保護者が引継 

ぎ会議への同席を希望した場合はその限りではありません。 

➃ 通訳が必要な場合，在籍機関と引継ぎ先で相談していただき，どちらが通訳を依頼するか決めて 

ください。 

 

２ 引継ぎ支援会議当日の準備及び進行等について 

➀ 会議の司会（進行）と記録は，引継ぎ先の特別支援教育コーディネーターを中心に，引継ぎ先と在籍

機関の参加者で相談して決めてください。 

※会議冒頭で，司会（進行）から終了予定時刻を設定してもらうと，会議の進行に協力が得やすくなります。 

➁ 当日「すずかっ子支援ファイル」（「すずっこファイル」）を資料とする場合がありますので，在籍 

  機関又は，保護者がご持参ください。 

➂ 当日の事項書は，会場準備とあわせて引継ぎ先で準備してください。 

 

３ 「すずかっ子支援ファイル」（「すずっこファイル」）完成版（原本）の引継ぎについて 

➀ 会議終了後，在籍機関が，「すずかっ子支援ファイル」完成版（原本）巻末に「引継同意書」の原本を付

け，直接引継ぎ先へ手渡してください。また，会議の開催がなくても，保護者の同意を得た場合は同

様に引き継いでください。（引継ぎの希望がない場合は，保護者に返却してください）。 

  ➁ 進学先が，県立学校，私立学校等の場合，「すずかっ子支援ファイル」（「すずっこファイル」）完成版

（原本）を保護者に返却し，保護者が進学先へ持参する場合もあります。 

 

 

 

【事務担当】 

子ども家庭支援課 竹原・福田・中根 

０５９－３８２－９１４０ 
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引継ぎ支援会議を希望される保護者様へ 

 

～途切れのない支援のために～ 

小学校への「引継ぎ支援会議」のご案内 
                                 令和５年  月  日  

        

 

 お子さんの小学校入学の時期が近づいてきました。初めての小学

校生活に期待がふくらむ反面，スムーズに小学校生活をスタートでき

るかが心配ということはありませんか。 

 

そこで鈴鹿市では，保護者の方がお子さんを安心して小学校へ送り出すことができるよう，

幼稚園・保育所（園）・認定こども園等と小学校が連携して「引継ぎ支援会議」を行っています。 

この会議では，小学校入学前に，家庭や幼稚園・保育所（園）・認定こども園等でのお子さん

の様子や，今まで行われてきた支援の方法等を，保護者の方とともに在籍する幼稚園・保育所

（園）・認定こども園等から小学校へ伝え，支援の引継ぎをしていきます。 

会議の参加者は，保護者，現在在籍している幼稚園・保育所（園）・認定こども園等の先生，

入学先の小学校の先生です。また，保護者の方の要請により，療育センター，健康づくり課（保

健センター），子ども家庭支援課等，関係機関の職員が参加することもあります。会議の時間

は４０分程度を予定しています。 

「引継ぎ支援会議」を希望される方は，  月  日（ ）までに，現在在籍している機関（幼稚

園・保育所（園）・認定こども園等）までご連絡ください。「引継ぎ支援会議」は，令和５年１２月

から令和６年３月までの期間を予定しています。日時につきましては，幼稚園・保育所（園）・認

定こども園等とご相談ください。 

また，途切れのない支援のために「すずかっ子支援ファイル」（「すずっこファイル」）を作成さ

れることをおすすめしています。 

 

 

   

 

 

 

お問い合わせ先 

（ 在籍機関名 ）  

ＴＥＬ (０５９)   - 

鈴鹿市子ども家庭支援課 (教育相談グループ 竹原・福田・中根) 

ＴＥＬ (０５９)３８２-９１４０ 
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引継ぎ支援会議を希望される保護者様へ 

 

 

 

 

 

 

令和５年  月  日 

 

お子さんの中学校入学の時期が近づいてきました。初めての中学校生活 

に期待がふくらむ反面，スムーズに中学校生活をスタートできるかが心配 

ということはありませんか。 

 

そこで鈴鹿市では，保護者の方がお子さんを安心して中学校へ送り出すことができるよう，

小中学校が連携して「引継ぎ支援会議」を行っています。 

この会議では，中学校入学前に，家庭や小学校でのお子さんの様子や，今まで行われてき

た支援の方法等を，保護者の方とともに在籍する小学校から中学校へ伝え，支援の引継ぎを

していきます。 

会議の参加者は，保護者，現在在籍している小学校の先生，入学先の中学校の先生です。ま

た，保護者の方の要請により，子ども家庭支援課の職員等が参加することもあります。会議の

時間は４０分程度を予定しています。 

 

「引継ぎ支援会議」を希望される場合は，  月  日（ ）までに，現在在籍している小学校ま

でご連絡ください。「引継ぎ支援会議」は，令和５年１２月から令和６年３月までの期間を予定

しています。日時につきましては，小学校とご相談ください。 

また，途切れのない支援のために「すずかっ子支援ファイル」（「すずっこファイル」）を作成さ

れることをおすすめしています。 

 

   

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 

鈴鹿市立○○小学校 

ＴＥＬ (０５９)   -     

鈴鹿市子ども家庭支援課(教育相談グループ 竹原・福田・中根)   

  ＴＥＬ (０５９)３８２-９１４０ 

～途切れのない支援のために～ 

中学校への「引継ぎ支援会議」のご案内 

 

39



関係機関による児童虐待への対応の実際と 

市・児相との連携 

 

 

令和５年度 鈴鹿市要保護児童等・ＤＶ対策地域協議会 

児童虐待防止講演会 

  

 

 

 

【日 時】令和５年 11 月７日（火）１４：００～１５：３０  

※受付１３：３０～ 

【場 所】鈴鹿市役所 12 階 1203 会議室（鈴鹿市神戸一丁目 18 番 18 号） 

【定 員】100 名 先着順 

【対 象】学校・幼稚園・保育所（園）等関係者，児童福祉関係者等 

【申込方法】FAX，メールにて参加申込書を送付してください。 

       ★申込〆切 10 月２０日（金） 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

     

津崎 哲郎(つざき てつろう) 氏 

    ●認定特定非営利活動法人 児童虐待防止協会 理事長 

●認定特定非営利活動法人 子どもセンターぬっく 理事 

 

◇1969年，大阪市中央児童相談所に勤務し，ケースワークに従事。以降，一時保護所長，

措置係長，副所長，所長を経て，2004 年３月末で 35 年間勤務した児童相談所を退職。同

年４月より花園大学社会福祉学部教授となり，児童福祉論を担当。2010年４月より特任教

授となり（2015年３月まで）、2015年４月より関西大学特任教授となる（～2018年３月ま

で）。京都府児童福祉審議会委員，京都府児童相談所措置審査部会委員，大阪市児童福祉審

議会委員，大阪市里親審査部会委員，大阪市児童虐待事例検証部会委員等を務める傍ら，

里親として養育の経験もしている。 

講師プロフィール 

【問い合わせ先】 

鈴鹿市子ども政策部 子ども家庭支援課 

家庭支援グループ 小久保，杉本 

ＴＥＬ：059-382-9140 
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FAX 番号：０５９-３８２-９１４２   子ども家庭支援課 行き 

部署メール：kodomokateishien@city.suzuka.lg.jp 

申込〆切 ： 令和５年 10 月２０日（金） 

 

 

11 月７日（火）児童虐待防止講演会 参加申込書 

 

 

所 属 名 

（連絡先） 

 

（ＴＥＬ） 

お 名 前 

 

 

 

 

 

※６人以上で申し込みされる場合は，コピーをしてお申し込みください。 
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教職員の交通事故・違反防止について 
 

◆ 令和５年４月１日～令和５年７月３１日の状況  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

◆ 状況・傾向 

  令和５年７月31日現在の令和５年度の交通事故発生件数は34件，内22件

が加害事故となっています。昨年度の同時期と比較すると３件増加してい

ます。７月の発生件数は７件，昨年同月比較で６件減少しました。各学校

における，コンプライアンス研修安全運転強化期間（６月１９日～７月２

０日）中の注意喚起や取組による結果と考えます。 

  例年８月から１２月は交通事故が一定数発生していますので。最近発生 

した交通事故の傾向をふまえつつ，引き続き，各学校での未然防止の取組 

に注力してください。 

 

 

 

校長会資料 

34件（前年度比 +3件）R4年は31件 

1件  ７月３１日現在 
加害 22件  人身 1件 ※見込み 処理中の事案を含む 

出退勤途上 17件  交差点 15件 
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（事例１）狭小道路で，信号待ちで停止中，対向車とすれ違う際に，互いの

ドアミラーが接触した。 

  → 職員が，対向車の動きに気を付けながらできるだけ左により停止を

すれば防ぐことができた。 

 

 

 

 

 

 

（事例２）退勤するために勤務校の駐車場を出た際に，走行してきた相手方

車両と接触した。 

→ 門を出る際に職員が一時停止を行い，周囲の安全を十分に確保して

から車道に出れば防ぐことができた。 

 

 

 

 

 

 

（事例３）車止めがない駐車場にて，バックで駐車中，バックで進みすぎて

しまい，職員の車両後方バンパーが相手方車両に接触した。 

→ 駐車場に車止めがあるかどうかの確認，後方を十分に確認していれば

防ぐことができた。 

 

 

勤務校駐車場 職員車両 

職員車両 

相手方車両 

相手方車両 

相手方車両 

職員車両 
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時間外労働時間削減の取組について 

１ 時間外労働時間 （月平均時間） ＜目標値：1人当たり 30時間以下＞ 
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２ 休暇取得日数（年平均日数） ＜目標値：1 人当たり 22日＞ 
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３ 時間外労働時間（月平均・延べ人数） 

＜目標値：年 360時間，月 45時間を超える人数 0人＞ 
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鈴教学 第 1156 号 

令和５年８月  日 

（宛先）各小中学校長 

鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

 

 

教職員の服務規律の徹底について（通知） 

 

このことについては，これまでも児童生徒及び保護者，地域から信頼される学校づ

くりに向け，様々な機会を通じ繰り返し教職員への徹底をお願いしているところです。 

２学期を迎えるにあたり，改めてすべての教職員に服務規律の徹底について自覚を

促すとともに，コンプライアンス意識の醸成を図っていただくようお願いします。 

なお，近年の懲戒処分の状況や社会情勢の変化等をふまえ、「懲戒処分の指針」の一

部が別添のとおり改正されますので、９月４日（月）までに教職員に周知をお願いい

たします。※教職員への配付は不可 

 

記 

 

１ 「鈴鹿市立幼小中学校（園）コンプライアンス推進大綱」（平成 25年 4月 1日策 

定）に基づいた行動規範を行う。 

２ 体罰，パワーハラスメントやセクシュアルハラスメントと受け止められる行為を

行わないこと。 

３ 個人情報等の厳格な適正管理を徹底すること。 

４ 交通事故に遭った際には，加害被害を問わず，速やかに管理職に報告すること。 

５ 勤務時間中は職務に専念すること。 

・勤務時間中における私物スマートフォン等の不必要な利用を行わないこと。 

６ 各教室の鍵や学校備品等は適正に管理保管し，紛失や破損及び盗難を防ぐこと。 

  ・保健室や理科室・理科準備室等にある備品や消耗品の管理を徹底すること。 

７ 学校施設に異常が認められた時は，速やかに管理職に報告すること。 

８ 様々な危機発生時等には，管理職に遅滞なく報告すること。 

 

 

 

【事務担当：鈴鹿市教育委員会事務局 学校教育課 教職員グループ】 

47



 

 

 

校長会資料 

 

鈴鹿市立小中学校コンプライアンス推進大綱 

                         

                        鈴鹿市教育委員会 

 

１ コンプライアンスとは 

  コンプライアンスとは，本来法令関係の用語であり，一般的に「法令遵守」

と訳されますが，法令や規則だけではなく，社会的規範やルール，マナーな

ども含めて遵守することをいいます。 

そこで，平成 22 年 10 月に定められた，鈴鹿市コンプライアンス推進大綱

をもとに，鈴鹿市立小中学校コンプライアンスを次のように定義します。 

 

着実に教育活動を推進するため，取り巻く環境の変化を敏感に察知し，法令

や社会的規範の遵守のみならず，その背後にある社会的要請を探知し，それら

を常に見据えながら創造的かつ自律的に職務を遂行し，組織が一体となって，

生き生きと活動すること。 

 

  これを受け，鈴鹿市立小中学校のすべての教職員は，このコンプライアン

スに取組み，さらに推進していくこととします。  

 

２ 基本方針 

  保護者・地域住民は，次世代を担う子ども一人ひとりが学校生活を通して，

健やかに成長することを願っています。 

  そこで，すべての教職員は，職務を遂行するため，コンプライアンス意識

を持ち続け，質の高い教育活動を提供します。 

  また，その実現のために，小中学校において日頃から研修に取組むととも

に，教職員間の活発なコミュニケーションができる環境づくりを進めます。 

  さらに，組織として課題を共有しつつ，常に点検し，改善するといった継

続的な取組みを進めます。 
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３ 行動規範 

コンプライアンスに関し，基本的項目として教職員が常に意識するべき行

動規範を掲げ，一人ひとりの意識改革を進めるとともに，定着を図ります。 

 

 

一 教職員は，子ども，保護者，地域住民の視点に立ち，行動します。 

 

一 教職員は，法令等を遵守し，不正を許さず，公平・公正に行動します。 

 

一 教職員は，子どもの人権を尊重するとともに，常に高い人権意識を持って

行動します。 

 

一 教職員は，公私にわたり高い倫理観を持って行動します。 

 

一 教職員は，職責の重さを自覚し，組織の中で切磋琢磨しながら，自己研さ

んに励み，資質の向上に努めます。 

 

一 教職員は，子ども，保護者，地域住民の声を受け止め，情報をわかりやす

く伝え，丁寧な説明を心がけます。 

 

 

 附 則 

この大綱は，平成２５年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要領は、平成２９年４月１日から施行する。 
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                                                              鈴教学  第 1200号 

令和５年 ８月  日 

（宛先）各小中学校長 

 

鈴鹿市教育長 廣田 隆延 

 

令和５年度公立小中学校・義務教育学校管理職員評価制度の中間面談にかかる 

学校訪問（集団面談）の実施について 

 

 このことについて，別紙のとおり中間面談にかかる学校訪問を実施します。 

 なお，日程につきましては，都合により変更することがありますので，御理解いただきます

ようお願いします。 

 

記 

 

１ 実施日時    別紙の通り（今後変更の可能性があります） 

 

 

２ 実施方法    中学校区ごとに集団面談形式で行います。 

           

 

３ 面談内容    ① 学力向上，長期欠席対策，ICT 活用，地域連携の取組について 

② その他中学校区の取組について 

           

４ 準備物     面談内容に係る資料（白黒印刷でお願いします。） 

 

５ その他     別紙日程で都合が悪い場合は，学校教育課教職員Ｇ（米村）までお知ら

せください｡ 

 

 

 事 務 担 当  

学校教育課 教職員Ｇ 米村 

TEL 382-7618 
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【（中学校区名）学校区】 

 

令和５年度公立小中学校・義務教育学校管理職員評価制度に係る中間面談 事項書 

日時：令和５年 10月  日（ ） 

時  分～  時  分 

会場：        学校 

１ 中学校区より 

（１） 中学校区における学力向上，長期欠席対策，ICT 活用，地域連携の状況について及び今後

の取組について 【15分】 

（中学校区代表校長より） 

 

 

 

（２） その他各学校の取組について（各校長より）【10分】 

 

 

 

 

 

２ 教育委員会事務局より 

（１） 教育指導課長より【10分】 

 

 

 

（２） 教育支援課長より【5分】 

 

 

 

（３） 学校教育課長より【5分】 

 

 

 

（４） 参事より【5分】 

 

 

 

（５）教育長より【10分】 
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